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定額給付金が
給付されます

　景気後退下での生活支援と地域経済に資するこ
とを目的とし、市民の皆さんに“定額給付金”を
給付します。
　この“定額給付金”は年齢による金額差はあり
ますが、すべての市民の皆さんに、給付するもの
です。
　市から給付対象となる世帯主の方に“定額給付
金申請書（請求書）を郵送しますので、申請書に
必要事項を記入し、添付書類を添えて、申請して
ください。

給付
対象者

基準日（平成21年２月１日）現在

佐久市民である方
佐久市に住民登録がある方（佐久市に外国人登録がある方）

※基準日に生まれた方、亡くなった方も給付
対象となります。
※基準日以降に世帯主が亡くなられた場合
は、世帯主以外の世帯構成者が申請してく
ださい。

基準日（平成21年２月１日）において
19歳以上64歳以下の方

昭和19年２月３日から（平成２年２月１日の間に生まれた方）
給付対象者
１人につき12,000円給付額

基準日（平成21年２月１日）において
18歳以下の方
（平成２年２月２日以

・

降
・

に生まれた方）

65歳以上の方
（昭和19年２月２日以

・

前
・

に生まれた方）
給付対象者
１人につき20,000円給付額

(原則) 世帯主または世帯構成者
申請者・受給者

※窓口は大変混雑が想定されますので、
　郵

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

送による申請にご協力をお願いします。

郵送受付  
期間： 平成21年３月30日㈪～
 平成21年９月30日㈬消印有効

窓口受付

期間： 平成21年４月15日㈬～
 平成21年９月30日㈬
場所：市役所および臼田・浅科・望月支所
時間：午前８時30分～午後５時30分
ただし、市役所・各支所ともに土・日曜日、
祝日は窓口事務を行いません。
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①郵送申請手順②窓口申請手順

申請書等郵送
３月下旬

市
３月下旬

申請書等郵送市

給付金受領
申請からおおむね３週間後

市 民給付金受領
申請からおおむね３週間後

市 民

交付決定兼
振込予定通知受領

市 民交付決定兼
振込予定通知受領

市 民

申請書等受領、
必要事項を記入

市 民

【提出書類】
●申請書
●添付書類（下記参照）

【市の窓口で申請】
受付：4月15日㈬～9月30日㈬

申請書等受領、
必要事項を記入

市 民

【提出書類】
●申請書
●添付書類（下記参照）

【郵送で申請】
受付：3月30日㈪～9月30日㈬（必着）

口座振込市口座振込市

交付要件チェック市交付要件チェック市

現金による給付金支給は原則行いません（口座がない方等はご相談ください）。

●定額給付金申請書（請求書）
【添付書類】
●振込指定口座がわかるもの
（通帳やキャッシュカードのコピー）

●世帯主（代理人）本人と
　わかる確認書類の写し
（コピー）

提 出 書 類
■顔写真がある公的身分証明書のコピー
●運転免許証　　　●パスポート
●住民基本カード　●外国人登録証
●国・地方公共団体が発行した資格証　など

■上記以外は、２種類コピーを添付する必要があります
　（顔写真がない証明）
●健康保険証　　●年金手帳　　●年金証書
●住民基本カード(写真無)
●国・地方公共団体が発行した資格証　など

世帯主（代理人）本人とわかる確認書類の写しとは？
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■お問い合わせ先
　企画課企画調整係 ☎62－2111（内線497）
　臼田支所総務課  ☎82－3111
　浅科支所総務課  ☎58－2001
　望月支所総務課  ☎53－3111

写し　貼り付け

写し　貼り付け

記入要領申請書表面

申請書裏面

①申請日の日付をご記入ください。
②平成21年2月1日現在の世帯主の
氏名・住所等をご記入し押印してく
ださい。

③記載に誤りがあれば、朱書きで訂
正してください。

④指定の金融機関口座の欄に をして
ください。

⑥現金給付は原則行いません。口座
がない方等はご相談ください。

⑦代理申請欄の「代理人欄」は代理人
が、「世帯主氏名欄」は世帯主が、
それぞれ自筆でご署名ください。

⑤振込口座は１か所のみ記入してくだ
さい。ゆうちょ銀行の口座は従来
の番号（記号５けた・番号８けた以
内）を記入してください。
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定額給付金が給付されます
申請書の書き方についての注意事項
●給付金の受取は、申請書に記載のある世帯主（または世帯構成者）の口座に限ります。
●世帯主本人（または世帯構成者）の金融機関口座をご記入ください。
●「世帯主（申請・受給者）欄」には、世

・ ・ ・ ・ ・ ・

帯主の氏名を記名し押印してください。
●給付対象者の各項目を確認してください。記載内容に誤りがあれば朱書きで訂正してください。
●市税等を指定口座から引き落としされている方も、必ず金融機関口座を記入し、通帳やキャッシ
ュカードのコピーを添付してください。
●世帯主が亡くなられた世帯は、世帯構成者が代理申請してください。
　※世帯構成者とは、申請書に記載されている給付対象者のことをいいます。
●世帯構成者が代理申請（受給）を希望する場合も、必ず代理人情報欄に記入してください。
●代理申請（受給）を行う方は、必ず世帯主と代理人の公的身分証明書の写し（コピー）を添付して
ください。

家庭内暴力（DV）被害者の方
　家庭内暴力（ＤＶ）被害者の方は、申し出により転出先の住所を加害者である配偶者等に明らか
にしないことができます。詳しくは、市までご相談ください。

老人福祉施設等に入居している方
　平成21 年2 月1 日現在、単身で施設（老人福祉施設、児童養護施設、乳児院および知的・精
神障害者施設等）に入所している方の申請を、施設職員が代理で行うことができます。

代理申請を行う方
　代理申請の場合は、必ず代理人情報欄への記入をお願いします。なお、なりすまし申請等の犯
罪防止のため、市が特に認める場合のみ代理申請・受給が可能です。

定額給付金の給付をよそおった
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
●市や総務省などがATM（銀行・コンビニなどの現金自動預払機）の操作をお願いすることは、
ありません。
●ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことはできません。
●「定額給付金」給付のために、手数料などの振込を求めることはありません。
  
●皆さんの世帯構成や口座番号など、個人情報を電

・ ・ ・ ・

話照会することはありません。

ご自宅や職場などに佐久市や総務省（の職員）
などをか

・ ・ ・ ・

たった電話がかかってきたら、迷わず
右記の問

・ ・ ・ ・ ・ ・

い合わせ先か最寄りの警察署、または
警察相談電話（全国共通短縮ダイヤル）
「＃9110」にご連絡ください。

定額給付金の
ことについて
ですが…

定額給付金の
ことについて
ですが…
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子育て応援
特別手当が支給されます

子育て応援特別手当は、生活対策の一環で、多子世帯の幼児教育期の負担に配慮する観点から、平
成20年度限りの措置として、幼児教育期の第２子以降の子ども１人あたり３万６千円を支給します。目的

対象となる子ども
　平成20年度において小学校就学前３年間に該当する子ども（平成
14年４月２日から平成17年４月１日までに生まれた子ども）であっ
て、第２子以降の子どもが対象となります。
※第２子の判定は、18歳以下の子ども（平成２年４月２日以降に生
まれた子ども）の中から年齢順に第１子、第２子と数えていくこと
になります。
※対象となる子どもと第１子が別居しているときは、同じ人に扶養
されていることを確認しますので、申請の際に医療保険の被保険者
証の写しなどが必要となります。

申 請 の 手 続 き
　該当と思われる世帯主の方に申請書
を郵送しますので、必要事項を記入い
ただき（必ず押印してください）、同封
の返信用封筒による郵送または、申請
窓口に提出してください。申請の際に
は、①ご本人の確認書類（医療保険証・
運転免許証・住基カード・パスポート・
外国人登録証明書等の写し）と②振込口
座確認書類（通帳の写し等）を申請書の
裏面に必ずに添付してください。

※代理申請の場合は、医療保険被保険
者証などの世帯主との関係を証明す
るものが必要です。

申 請 窓 口

児童課児童係または
各支所福祉児童係

受 付 期 間

平成21年３月30日㈪～
平成21年９月30日㈬（消印有効）

支 給 の 基 準 日
　平成21年２月１日時点において佐久
市の住民基本台帳に記録されている方お
よび外国人登録原票に記録されている方
で在留資格のある方が対象です（不法滞
在および短期滞在の在留資格者は除く）。

手 当 の 額
　対象となる子ども１人あたり３万６千
円を、同居している世帯主に支給します。

世帯主 生年月日が平成２年４月２日から
平成17年４月1日までのこども

生年月日が平成14年４月２日から
平成17年４月1日までのこども

A
さ
ん

１
人
目

２
人
目

３
人
目

４
人
目

世帯にいる子ども

　⬆　　　⬆
手当の対象となる子ども

Aさんへの子育て応援特別手当3.6万円×2人＝7.2万円

■子育て応援特別手当（Aさん、Bさんの場合）
●Aさん世帯

●Bさん世帯

世帯主

生年月日が平成14年４月２日から
平成17年４月1日までのこども

B
さ
ん

１
人
目

２
人
目

３
人
目

世帯にいる子ども

Bさんへの子育て応援特別手当3.6万円×1人＝3.6万円

　　　⬆
手当の対象となる子ども
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